
【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号 D-4-1 

事 業 名 災害公営住宅整備事業（備後第一） 備後第一 

事 業 費 総額 12.7億円（国費 11.1億円） 

（内訳: 用地補償費 0.1億円、設計費 0.3億円、工事費 12.3億円） 

事業期間 H28年度～H30年度 

事業目的 

東日本大震災津波により住宅を失い、県内陸部に避難している被災者のうち、県内陸部

に定住を希望する者の居住の安定を図るため、盛岡市内に災害公営住宅を整備するもの。 

本事業は、盛岡市内にある県営住宅（備後第１アパート）用地を活用し、災害公営住宅

50戸を整備したものである。 

 

事業地区 

盛岡市 備後第一地区  ※別紙の図面・写真を参照 

 

事業結果〔整備概要〕 

〇 団地整備地区 備後第一地区 

〇 整備戸数  50戸（２ＤＫ：32戸、３ＤＫ：18戸） 

〇 構造・規模 鉄筋コンクリート造３階建て２棟（８号棟、９号棟） 

  木造２階建て１棟（10号棟） 

  延べ床面積：８号棟 1,788.78㎡、９号棟 1,221.54㎡、 

        10号棟 532.61㎡ 

〇 付帯施設  駐車場、自転車置場 

〇 入居開始時期  ８号棟：H30年３月、９号棟・10号棟：H30年 10月 

〇 その他  整備：県、管理：県 

 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関して 

［調査・分析］ 

〇 東日本大震災津波により被災された方が入居し、住まいの再建が果たされている。 

〇 令和２年３月末時点で、整備戸数 50戸のうち 50戸が入居中である。 

［評価］ 

  上記のとおり、本事業によって、災害公営住宅が整備され、東日本大震災津波で住 

宅を失った被災者の居住の安定が図られていることから、本事業は事業目的に即した 

効果を発揮していると判断する。 

 

② コストに関して 

［調査・分析］ 

災害公営住宅の建設に当たっては、国土交通省の定める標準建設費の範囲内で実施 

するとともに、「岩手県住宅復興の基本方針」(H23.10）に基づき、「災害公営住宅の整 

備に関する方針」(H24.10）、「岩手県災害公営住宅設計標準」(H25.1)を定め、住宅の 

仕様等の標準化を進めることで、住宅の基本性能を確保しながら建設コストの削減や 

工期の短縮を図った。 
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［評価］ 

   上記のとおり、国土交通省が定める標準建設費の範囲内で実施された事業であり、 

住宅の仕様等の標準化を進めることで、住宅の基本性能を確保しながら建設コストの 

削減や工期の短縮も図られていることから、本事業に要したコストは妥当と判断す 

る。 

 

③ 事業手法に関して 

［調査・分析］ 

 想定事業期間 実際の事業期間 

設計 H28年度～H29年度 H28年度～H29年度 

工事 H28年度～H30年度 H28年度～H30年度 

〇 県有地を活用（一部、既存住宅を解体）することで、用地確保が早期に完了する 

ことが見込まれたことから、従来型の発注方式である直接建設方式を採用して整 

備を行い、想定事業期間内に事業を完了することができた。 

［評価］ 

  上記のとおり、採用した発注方式によって、予定どおり事業が完了していることか 

ら、本事業の手法は妥当であったと判断する。 

 

事業担当部局 

岩手県 県土整備部 建築住宅課（住宅計画担当）  電話番号：019-629-5934 
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Ｄ－４－１ 災害公営住宅整備事業（備後第一） 備後第一 

位 置 図 

 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 2万 5千分の１地形図を使用した。（承認番号 平 28情使、第 307-GISMAP37585号） 

配 置 図 

 

 

 

  

別 紙 
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８号棟 

外   観 外   観 

  

主 要 内 部（２ＤＫタイプ・台 所） 主 要 内 部（３ＤＫタイプ・洋 室） 

  

主 要 設 備（２ＤＫタイプ・浴  室） 主 要 内 部（２ＤＫタイプ・和 室） 

  

主 要 設 備（２ＤＫタイプ・洗面脱衣所） 主 要 設 備（２ＤＫタイプ・トイレ） 
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９号棟 

外   観 外   観 

  

主 要 内 部（２ＤＫタイプ・台 所） 主 要 内 部（２ＤＫタイプ・洋 室） 

  

主 要 設 備（２ＤＫタイプ・トイレ） 主 要 内 部（２ＤＫタイプ・和 室） 

  

主 要 設 備（２ＤＫタイプ・洗面所） 主 要 設 備（２ＤＫタイプ・浴  室） 
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10号棟 

外   観 外   観 

  

主 要 内 部（台 所） 主 要 内 部（洋 室） 

  

主 要 設 備（トイレ） 主 要 内 部（和 室） 

  

主 要 設 備（浴 室） 主 要 設 備（洗面脱衣所） 
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号 ◆D-4-1-1 

事 業 名 災害公営住宅駐車場等整備事業（備後第一） 備後第一 

事 業 費 総額 0.05億円 （国費 0.04億円） 

     （内訳：工事費 0.05億円） 

事業期間 平成 29年度 ～ 平成 30年度 

事業目的 

災害公営住宅の建設に合わせ、駐車場を整備することで、入居する被災者の利便性の向

上を図り、生活再建を支援するもの。 

 

事業地区 

盛岡市 備後第一地区 ※別紙の図面・写真を参照 

 

事業結果  

 駐車区画数：50区画 （当該事業地区における住戸整備戸数：50戸） 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関して 

[調査・分析] 

災害公営住宅の整備に合わせて駐車場を整備し、入居者の利便性向上を図った。 

   [評価] 

      上記のとおり、駐車場の整備によって入居者の利便性向上が図られ、生活再建に寄

与していることから、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。 

 

② コストに関して 

[調査・分析] 

〇 岩手県会計規則等に基づき、契約手続きを行っている。 

〇 基幹事業（災害公営住宅整備事業）と一体として事業を実施することで、コスト 

の削減や工期の短縮を図った。 

   [評価] 

      上記のとおり、会計規則等に基づく契約手続きを経て実施された事業であり、基幹 

事業と一体として実施することによって、コスト削減等が図られていることから、本 

事業に要したコストは妥当と判断する。 

 

③ 事業手法に関して 

[調査・分析] 

想定事業期間 実際の事業期間 

H29年度～H30年度 H29年度～H30年度 

〇 基幹事業（災害公営住宅整備事業）と一体として事業を実施することで、コスト

の削減や工期の短縮を図った。 

[評価] 

      上記のとおり、基幹事業と一体として実施することによって、コストの削減や工期 

の短縮を図り、概ね予定どおり事業が完了していることから、事業の手法は妥当であ 

ったと判断する。 

事業担当部局 

岩手県 県土整備部 建築住宅課 電話番号：019-629-5934 
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◆Ｄ－４－１－１ 災害公営住宅駐車場等整備事業（備後第一） 備後第一 

位 置 図 

 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 2万 5千分の１地形図を使用した。（承認番号 平 28情使、第 307-GISMAP37585号） 

配 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８号棟～10号棟が、災害公営住宅整備事業（備後第一地区）として整備した住宅である。 

また、数字入りの着色された区画が、本事業により整備した駐車区画である。 
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外  観・駐 車 場 ① ８号棟 

 

外  観・駐 車 場 ② ９号棟 
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外  観・駐 車 場 ➂ １０号棟 
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号 ◆D-4-2-1 

事 業 名 災害公営住宅整備事業発注支援業務（盛岡第一） 盛岡第一 

事 業 費 総額 0.044億円（国費 0.035億円）  

     （内訳：委託費 0.044億円）      

※６事業地区（盛岡第一、盛岡第二、北上、奥州、一関、千厩）の合同事業

であり、事業費は按分額である。 

事業期間 平成 28年度 ～ 平成 29年度 

事業目的 

内陸部の災害公営住宅を早期に整備するため、整備事業に係る発注支援事務を民間事

業者に委託するもの。 

 

事業地区 

盛岡市 盛岡第一地区  ※別紙の図面を参照 

 

事業結果 

 内陸部の災害公営住宅の整備に係る以下の業務を委託するもの。 

〇 災害公営住宅の建設候補地の調査に係る事務及び事務補助 

〇 入居者の仮募集に係る事務及び事務補助 

 〇 買取方式及び設計・施工一括発注方式により住宅を整備する場合の事業者の公 

募・選定に係る事務及び事務補助 

 〇 災害公営住宅の整備の過程に生じる事務及び事務補助 

 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関して 

[調査・分析] 

災害公営住宅の発注支援事務を民間事業者に委託することによって、発注事務等 

  の円滑な実施が図られ、内陸部の災害公営住宅の早期整備につながった。 

[評価] 

上記のとおり、災害公営住宅の発注支援業務を民間事業者に委託することによっ 

て、内陸部の災害公営住宅の早期整備に寄与していることから、本事業は目的に即 

した効果を発揮していると判断する。 

 

② コストに関して 

[調査・分析] 

〇 岩手県会計規則等に基づき、事業を委託実施している。 

〇 内陸の６事業地区の発注支援事務を一括して委託することによって、委託費 

 の軽減を図っている。 

[評価] 

     上記のとおり、会計規則等に基づき行われた事業であり、他の事業地区と一括し 

  て実施することによってコストの削減も図られたことから、本事業に要したコスト 

は妥当と判断する。 

 

③ 事業手法に関して 

[調査・分析] 
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想定事業期間 実際の事業期間 

H28年度～H30年度 H28年度～H29年度 

    

〇 災害公営住宅の発注支援事務を民間事業者に委託することによって、発注事務

等の円滑な実施が図られ、内陸部の災害公営住宅の早期整備につながった。 

[評価] 

     上記のとおり、想定した事業期間よりも早期に事業が完了し、災害公営住宅の早 

  期整備につながったことから、本事業の手法は妥当であったと判断する。 

 

事業担当部局 

岩手県 県土整備部 建築住宅課 電話番号：019-629-5934 
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◆Ｄ－４－２－１ 災害公営住宅整備事業発注支援業務（盛岡第一） 盛岡第一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置図】 

別 紙 

事業地区 
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号 ◆D-4-3-1 

事 業 名 災害公営住宅整備事業発注支援業務（盛岡第二） 盛岡第二 

事 業 費 総額 0.012億円（国費 0.010億円） 

     （内訳：委託費 0.012億円） 

※６事業地区（盛岡第一、盛岡第二、北上、奥州、一関、千厩）の合同事業

であり、事業費は按分額である。 

事業期間 平成 28年度 ～ 平成 29年度 

事業目的 

内陸部の災害公営住宅を早期に整備するため、整備事業に係る発注支援事務を民間事

業者に委託するもの。 

 

事業地区 

盛岡市 盛岡第二地区 ※別紙の図面を参照 

 

事業結果 

 内陸部の災害公営住宅の整備に係る以下の業務を委託するもの。 

 〇 災害公営住宅の建設候補地の調査に係る事務及び事務補助 

 〇 入居者の仮募集に係る事務及び事務補助 

 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関して 

[調査・分析] 

盛岡市には、被災者に対する意向調査等を踏まえ、当初、災害公営住宅 162戸を

３地区に分けて整備することとしていた。 

建設候補地が確定していた備後第一地区を除く２地区について、それぞれを盛岡

第一地区、盛岡第二地区として、建設候補地の調査を実施した結果、立地や土地面

積の面などから、現在の災害公営住宅（盛岡第一地区）の用地を、建設適地として

選定したところ。 

その結果、同地区及び備後第一地区の２地区への住宅の建設をもって当市におけ

る最終的な整備戸数 149戸を満たせることとなったことから、盛岡第二地区への住

宅建設は取りやめることなったもの。 

以上から、本事業は効果的・効率的な災害公営住宅の整備につながったものと考

える。 

[評価] 

上記のとおり、災害公営住宅の発注支援業務を民間事業者に委託することによっ 

て、内陸部の災害公営住宅の早期整備に寄与していることから、本事業は目的に即 

した効果を発揮していると判断する。 

 

② コストに関して 

[調査・分析] 

〇 岩手県会計規則等に基づき、事業を委託実施している。 

〇 内陸の６事業地区の発注支援事務を一括して委託することによって、委託費 

の軽減を図っている。 

[評価] 

     上記のとおり、会計規則等に基づき行われた事業であり、他の事業地区と一括し 
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  て実施することによってコストの削減も図られたことから、本事業に要したコスト 

は妥当と判断する。 

 

③ 事業手法に関して 

[調査・分析] 

想定事業期間 実際の事業期間 

H28年度～H30年度 H28年度～H29年度 

〇 ①のとおり、本事業は効果的・効率的な災害公営住宅の整備につながったもの

と考える。 

[評価] 

     上記のとおり、想定した事業期間よりも早期に事業が完了し、災害公営住宅の早 

  期整備につながったことから、本事業の手法は妥当であったと判断する。 

 

事業担当部局 

岩手県 県土整備部 建築住宅課 電話番号：019-629-5934 
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◆Ｄ－４－３－１ 災害公営住宅整備事業発注支援業務（盛岡第二） 盛岡第二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置図】 

別 紙 

事業地区 
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号 D-4-2 

事 業 名 災害公営住宅整備事業 盛岡第一地区（盛岡市） 

事 業 費 総額 36.8億円（国費 32.2億円） 

（内訳: 用地補償費 2.5億円、設計費 1.1億円、工事費 33.2億円） 

事業期間 H29年度～R２年度 

事業目的 

東日本大震災津波により住宅を失い、県内陸部に避難している被災者のうち、県内

陸部に定住を希望する者の居住の安定の確保を図るため、盛岡市内に災害公営住宅を

整備するもの。 

 

事業地区 

盛岡第一地区  ※別紙の図面・写真を参照 

 

事業結果〔整備概要〕 

〇団地整備地区 盛岡第一地区 

〇整備戸数  99戸（２ＤＫ 69戸、３ＤＫ 27戸、４ＤＫ 3戸） 

〇構造・規模  1・2号棟 鉄筋コンクリート造 4階建て、3・4号棟 鉄筋コ

ンクリート造 3階建て 

  延べ床面積 1号棟 2,004.25㎡、2号棟 2,415.36㎡、 

  3号棟 1,347.16㎡、4号棟 1,512.21㎡ 

〇付帯施設  集会所、支援センター、駐車場、自転車置場 

〇入居開始時期 R３年２月 

〇その他  整備：県、管理：県 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関して 

［調査・分析］ 

〇 東日本大震災津波により被災された方が入居し、住まいの再建が果たされて

いる。 

〇 R３年３月末時点で、整備戸数 99戸のうち 65戸が入居中である。 

〇 整備戸数は被災者に対する意向調査等をもとに決定したが、被災者の住まい

の再建に向けた意向の変化等のため空き住戸が発生した。 

〇 そのため、被災者向けに再募集を実施しているほか、将来的には、被災者以

外の入居についても検討していく。 

［評価］ 

 上記のとおり、本事業によって災害公営住宅が整備され、東日本大震災津波で

住宅を失った被災者の居住の安定が図られていることから、本事業は目的に即し

た効果を発揮していると判断する。 

② コストに関して 

［調査・分析］ 

〇 当団地は、独立行政法人都市再生機構法に基づき、同機構に設計及び建設を

要請し、完成した住宅を買い取る方式により整備したものであるが、同機構と

の契約において、「岩手県災害公営住宅設計標準」(H25.1)に従うものとしてお

り、住宅の仕様等の標準化を進めることで、住宅の基本性能を確保しながら、

建設コストの削減や工期の短縮を図った。 

［評価］ 

 上記のとおり、団地の整備にあたり、独立行政法人都市再生機構と「岩手県災害

公営住宅設計標準」に従い設計及び建設を進めることとする契約を交わし、住宅の

仕様等の標準化を進めることで、住宅の基本性能を確保しながら建設コスト削減や

工期の短縮も図られていることから、本事業に要したコストは妥当と判断する。 
17



③ 事業手法に関して 

［調査・分析］ 

 想定事業期間 実際の事業期間 

用地取得 H29年度～H30年度 H29年度～H30年度 

設計 H29年度～H30年度 H29年度～H31年度 

工事 H30年度～H31年度 H31年度～H32年度 

〇 本住宅は、鉄道が近接し、大規模な造成工事を伴う難工事であることから、

同等条件における災害公営住宅の整備実績及び造成工事の豊富なノウハウを有

し、早期かつ着実な事業完了が見込まれる独立行政法人都市再生機構からの住

宅買取方式を採用して整備を行った。 

〇 設計の段階において、地元住民からの意見を踏まえた計画の見直しを行った

ことから、事業期間の延長が生じた。 

〇 事業期間の延長に伴う入居時期の延伸については、書面により入居予定者及

び被災者への周知を行った。 

［評価］ 

 上記のとおり、大規模な難工事という条件下における、地元住民からの意見を踏

まえた計画の見直しに伴い、事業期間が延伸したものであり、災害公営住宅整備の

ための事業期間としてやむを得ないものと考えられることから、事業の手法は妥当

であったと判断する。 

 

事業担当部局 

岩手県 県土整備部 建築住宅課（住宅計画担当）  電話番号：019-629-5934 
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Ｄ－４－２災害公営住宅整備事業 盛岡第一地区（盛岡市）

 

位 置 図 

 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 2万 5千分の１地形図を使用した。（承認番号 平 28情使、第 307-GISMAP37585号） 

配 置 図 

 

 

 

  

別 紙 
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外   観 外   観 

  

集 会 場 集 会 場 和 室 

 

 

主 要 内 部（洋 室） 主 要 内 部（和 室） 

  

主 要 内 部（台 所） 主 要 設 備（浴  室） 
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号：D-5-1 

事業名：災害公営住宅家賃低廉化事業（盛岡市） 

事業費総額：1.43億円（国費 1.25億円） 

事業期間：Ｈ30年度～Ｒ２年度 

事業目的 

東日本大震災の被災者向けに整備した災害公営住宅に係る災害公営住宅家賃低廉化事

業を実施することにより、当該災害公営住宅の入居者の居住の安定確保を図ることを目

的とする。 

事業結果 

平成 29年度に完成した備後第一団地から事業を開始し、令和２年度まで３年間にわた

り、近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額を補助対象とし、その７／８（管理開始６年

目以降は５／６）である総額 125,091 千円の事業を実施し、事業主体の財政負担の軽減

を図るとともに、災害公営住宅入居者延べ 199世帯の居住の安定に寄与した。 

年度 近傍同種家賃 国費額 対象世帯数 管理開始団地名 

23 -千円 -千円 -世帯 - 

24 -千円 -千円 -世帯 - 

25 -千円 -千円 -世帯 - 

26 -千円 -千円 -世帯 - 

27 -千円 -千円 -世帯 - 

28 -千円 -千円 -世帯 - 

29 -千円 -千円 -世帯 備後第一 

30 103～115千円 27,310千円 43世帯 - 

1 123～153千円 46,746千円 48世帯 - 

2 102～151千円 51,035千円 108世帯 南青山 

合計 -千円 125,091千円 199世帯 ２団地 
 

事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

〇 令和３年３月時点において 108 世帯の被災者の居住の安定化に寄与しており、

今後も「家賃低廉化・特別家賃低減事業」において実施され、引き続き被災者の居

住の安定化への寄与が見込まれている。 

〇 本事業を実施することにより、事業主体の財政負担の軽減を図るとともに、東日

本大震災により財産を失った被災者延べ 199世帯の居住の安定化に寄与した。 

[評価] 

上記のとおり、本事業によって、被災者が入居する災害公営住宅の家賃を入居者負

担基準額まで低廉化することで、居住の安定確保に寄与していることから、本事業は

目的に即した効果を発揮していると判断する。 

②コストに関する調査・分析・評価 

〇 当事業については、通常の公営住宅家賃対策補助金と同様、各年度の 10 月１日

を基準日として、収入超過者や空室等を除く全ての世帯を対象に、「災害公営住宅

家賃低廉化事業対象要綱」及び「公営住宅等家賃対策補助金交付要領」に基づく算

定手法により算出される近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額を低廉化の対象

としている。 

[評価] 

上記のとおり、「災害公営住宅家賃低廉化事業対象要綱」及び「公営住宅等家賃対

策補助金交付要領」に基づき、近傍同種家賃と入居者負担基準額を算定し、対象世帯

と低廉金額を決定していることから、本事業に要したコストは妥当であると判断す

る。 
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③事業手法に関する調査・分析・評価 

 想定事業期間 実際の事業期間 

家賃の低廉化 平成 30年度～令和２年度 平成 30年度～令和２年度 

〇 復興需要に伴う近傍同種家賃の高額化による収入超過者の大量退去等、本事業に

係る懸念事項はあったが、当該補助金の活用により、被災者の早期の復興に寄与し

たことから事業手法としては適切であった。 

〇 今後も「家賃低廉化・特別家賃低減事業」において実施され、事業継続されるこ

とで、引き続き居住の安定化を図っていく。 

[評価] 

 上記のとおり、柔軟な事業手法は被災者の居住の安定に資しており、事業期間完了

後も一定期間、必要な支援を行っていくことから、事業の手法は妥当であったと判断

する。 

 

事業担当部局 

県土整備部 建築住宅課 電話番号：019-629-5931 
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D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業（盛岡市） 
 

 

南青山アパート 

R3.2.11管理開始 

整備戸数 99戸 

備後第一アパート（８号棟） 

H30.3.9管理開始 

整備戸数 24戸 

備後第一アパート（９、10号棟） 

H30.10.25管理開始 

整備戸数 26戸 
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号：D-6-1 

事業名：東日本大震災特別家賃低減事業（盛岡市） 

事業費総額：0.19億円（国費 0.14億円） 

事業期間：Ｈ30年度～Ｒ２年度 

事業目的 

東日本大震災により甚大な被害を受けた沿岸部において、応急仮設住宅等に居住する

低所得（月８万円以下）の被災者が、円滑に恒久住宅へ移行し、速やかに生活再建ができ

るよう、東日本大震災特別家賃低減事業を実施することにより、災害公営住宅の家賃を、

一定期間、入居者が無理なく負担しうる水準まで低廉化することを目的とする。 

事業結果 

平成 29年度に完成した備後第一団地から事業を開始し、令和２年度まで３年間にわた

り、家賃算定基礎額と特定入居者負担基準額の差額を補助対象とし、その３／４である

総額 14,132千円の事業を実施し、事業主体の財政負担の軽減を図るとともに、延べ 158

世帯の被災者の居住の安定に寄与した。 

年度 家賃算定基礎額 国費額 対象世帯数 管理開始団地名 

23 -千円 -千円 -世帯 - 

24 -千円 -千円 -世帯 - 

25 -千円 -千円 -世帯 - 

26 -千円 -千円 -世帯 - 

27 -千円 -千円 -世帯 - 

28 -千円 -千円 -世帯 - 

29 -千円 -千円 -世帯 備後第一 

30 34～40千円 3,001千円 33世帯 - 

1 34～51千円 5,414千円 39世帯 - 

2 34～45千円 5,717千円 86世帯 南青山 

合計 -千円 14,132千円 158世帯 ２団地 
 

事業の実績に関する評価 

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

〇 令和３年３月時点において 86 世帯の被災者の居住の安定化に寄与しており、今

後も「家賃低廉化・特別家賃低減事業」において実施され、引き続き被災者の居住

の安定化への寄与が見込まれている。 

〇 本事業を実施することにより事業主体の財政負担の軽減を図るとともに、東日本

大震災により財産を失った低所得の被災者延べ 158世帯の家賃を 10年かけて段階

的に本来家賃とすることが可能となり、被災者の居住の安定に寄与した。 

[評価] 

上記のとおり、本事業によって、東日本大震災により財産を失った低所得の被災者

の家賃を特定入居者負担基準額まで低廉化することで、居住の安定確保に寄与してい

ることから、本事業は目的に即した効果を発揮していると判断する。 

②コストに関する調査・分析・評価 

当事業については、通常の公営住宅家賃対策補助金の考え方と同様、各年度の 10

月１日を基準日として、収入が８万円以下の世帯を対象に、「公営住宅法施行令」及

び「東日本大震災特別家賃低減事業対象要綱」に基づく算定手法により算出される家

賃算定基礎額と特定入居者負担基準額の差額を補助対象とする事業であったことか

ら、適正なコストにより実施できた。 

[評価] 

上記のとおり、「公営住宅法施行令」及び「東日本大震災特別家賃低減事業対象要

綱」に基づき、家賃算定基礎額と特定入居者負担基準額を算定し、対象世帯と低廉金

額を決定していることから、本事業に要したコストは妥当であると判断する。 24



③事業手法に関する調査・分析・評価 

 想定事業期間 実際の事業期間 

家賃の低廉化 平成 30年度～令和２年度 平成 30年度～令和２年度 

〇 本事業の実施により、被災により収入の完全に途絶えてしまった被災者や、従前、

持家に居住していた低額所得者の被災者が災害公営住宅に入居される際の家賃の

負担感が緩和され、災害公営住宅による恒久的な生活再建に繋ったことから、事業

手法としては適切であった。 

〇 今後も「家賃低廉化・特別家賃低減事業」において実施され、引き続き居住の安

定化を図っていく。 

[評価] 

 上記のとおり、柔軟な事業手法は被災者の居住の安定に資しており、事業期間完了

後も一定期間、必要な支援を行っていくことから、事業の手法は妥当であったと判断

する。 

 

 

事業担当部局 

県土整備部 建築住宅課 電話番号：019-629-5931 
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D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業（盛岡市） 

 

 

南青山アパート 

R3.2.11管理開始 

整備戸数 99戸 

備後第一アパート（８号棟） 

H30.3.9管理開始 

整備戸数 24戸 

備後第一アパート（９、10号棟） 

H30.10.25管理開始 

整備戸数 26戸 
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

事業番号 ◆D-4-2-2 

事 業 名 災害公営住宅支援センター等整備事業（盛岡第一） 

事 業 費 総額 0.316億円（国費 0.253億円） 

（内訳:工事費 0.312億円、その他 0.004億円） 

事業期間 R元年度～R２年度 

事業目的 

東日本大震災により住宅を失い、岩手県内陸部に避難している被災者のうち、県内

陸部に定住を希望する者の居住の安定の確保を図るため、盛岡市内に災害公営住宅

（盛岡第一地区）を整備するのに併せて、支援センター、駐車場及び集会場備品を整

備するものである。 

 

事業地区 

盛岡第一地区 

 

事業結果〔整備概要〕 

災害公営住宅（盛岡第一地区）において、以下のとおり事業を実施した。 

(1) 支援センター整備 

  同住宅の２号棟１階の一部に支援センターの活動スペースを整備 

   床面積 81.81㎡ 

(2) 駐車場整備 

  住戸数 99戸に対して、同数の 99区画を整備 

(3) 集会場備品整備 

    座布団 10枚、机８台、椅子 24脚、カーテン４枚、ファンヒーター３台、ガス

コンロ１台を整備 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関して 

［調査・分析］ 

(1) 支援センター整備 

  盛岡市が委託設置する盛岡復興支援センターが入居し、被災者の相談対応や、

被災者相互や地域住民との交流業務等（例：R3年 5月実績 相談対応…延べ 621

人、訪問相談…82回、イベント…2回、その他自治会活動・地域活動の支援を実

施）を行うことで、孤立や引きこもりを防止して、被災者の新たな地での生活再

建に貢献している。 

(2) 駐車場整備 

  災害公営住宅の整備に合わせて駐車場を整備し、入居者の利便性向上を図っ

た。 

(3) 集会場備品整備 

集会場に備品を整備することで、集会場の利便性及び快適性の向上を図った。 

［評価］ 

 上記のとおり、本事業によって、盛岡復興支援センターによる被災者の相談対応

等が行われ、内陸部に避難している被災者の居住の安定が図られていることから、

本事業は目的に即した効果を発揮していると判断する。 
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② コストに関して 

［調査・分析］ 

〇 岩手県会計規則等に基づき、契約手続きを行っている。 

〇 基幹事業（災害公営住宅整備事業（盛岡第一地区））と一体の契約として事業

を実施することで、コストの削減や工期の短縮を図った。 

［評価］ 

 上記のとおり、会計規則等に基づく契約手続きを経て実施された事業であり、基

幹事業と一体として事業を実施することで、コスト縮減に努めていることから、本

事業に要した経費は妥当と判断する。 

 

③ 事業手法に関して 

［調査・分析］ 

想定事業期間 実際の事業期間 

H31年度～R2年度 R2年度 

〇 基幹事業（災害公営住宅整備事業）と一体として事業を実施することで、コ

ストの削減や工期の短縮を図った。 

［評価］ 

 上記のとおり、基幹事業と一体として事業を実施することで、工期の短縮に努

め、予定期間内に事業が完了していることから、事業の手法は妥当であったと判

断する。 

 

事業担当部局 

岩手県 県土整備部 建築住宅課（住宅計画担当）  電話番号：019-629-5934 
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◆Ｄ－４－２災害公営住宅支援センター等整備事業（盛岡第一地区）

 

位 置 図 

 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 2万 5千分の１地形図を使用した。（承認番号 平 28情使、第 307-GISMAP37585号） 

配 置 図 
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支援センター 
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平面図（支援センター） 

 

 

支援センター 外 観 支援センター 内 部 

  

北側駐車場 （3・4号棟用） 南側駐車場 （1・2号棟用） 
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